
          

令和６年度 長期利用の申出に関する事項 

 

令和６年度の長期利用の申出について、以下の通りご対応いただきますようお願いいた

します。 

 

１ 申出方法 

計量ＩＣカード 1 枚につき、利用申出書を１枚提出して下さい。記入方法は記入

例を参考にしてください。 

※利用申出書は、市ホームページからダウンロードしてください。(Word、PDF) 

☞「豊川市清掃工場 長期」で検索。 

◉ 清掃工場利用申出書（長期利用） 

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shinseishodownload/bunyabetsu/jigyo/seisokojo.html 

 

ＱＲコード 

 

 

２ 提出期限 

令和６年３月４日（月）まで 

 

３ 提出方法 

（１）E-mail     ⇒ seisokojo@city.toyokawa.lg.jp 

（２）FAX       ⇒ 0533-87-4013 

（３）持参、又は郵送 ⇒ 〒442-0863 

豊川市平尾町親坂 50番地 豊川市清掃工場 宛 

※ 従来通り押印は不要  

※ E-mail、FAXでの提出を推奨 

※ 今年度の長期利用申出状況が不明な場合はお問い合わせください 

 

４ 利用確認書、計量ＩＣカードの発行について 

３月２１日（木）から、利用確認書及び計量ＩＣカードを郵送で順次お届けします。 

※ 継続して利用される車両の計量ＩＣカードは引続きご利用ください 

※ 計量ＩＣカードは貸出しになります。利用終了後に返却していただきますので大切

に扱ってください 

※ 利用時は、利用確認書を携帯するようにしてください 

資料１ 


